
問　危機管理課＊２２８５問　危機管理課＊２２８５

　年末が近づき慌ただしくなる12月は例年、全国的にも交通事故が多くなります。
　16時～18時ぐらいの薄暗い時間帯が一番見えにくい時間帯になるため、交通事故が多
くなります。また、一般的に交差点での事故が多い傾向にあります。
　交通事故を防ぐには、一人ひとりが安全への意識を持ち交通ルールを守り、事故に遭
わない 、起こさないための行動をとることが大切です。

家庭での注意家庭での注意
・「もしかして・とまる・みる・まつ・たしかめる」を合言葉に、こどもに交
通ルールやマナーを守る態度を身に付けさせる

・こどもが普段通行する道路などの危険箇所を確認し、注意するよう指導する
・横断歩道を横断するときは、自らの安全を守るため手を上げるなどハンドサ
インを励行し、横断する意思表示を車両運転者に示すよう指導する

・「歩きスマホ」はしないよう声を掛け合う
・家族が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用させる
・外出するときは、反射材を身に付け、明るく目立つ色の衣服を着用するよ
う、声を掛け合う

・二輪車での無謀運転、危険・迷惑行為をしないよう呼び掛けるとともに、交
通事故の責任や命の大切さについて話し合う

・加齢に伴う身体機能や認知機能の変化などを踏まえて、サポカーの利用や運
転免許証の自主返納などについて話し合う機会を設ける

・飲酒運転や妨害運転（あおり運転）の悪質性・危険性について話し合う
・自宅で飲酒した後もアルコールが抜けるまでは、運転をしないよう注意する
・飲酒後に事故に遭わないため、飲酒のリスクや帰宅方法について話し合い、考える機会を設ける

出典：埼玉県令和７年冬の交通事故防止運動実施要綱

埼玉県内自転車事故死者の主損傷部位
（令和６年中）

　町では、町内在住の方を対象に自転車用ヘルメット購入費
の２分の１（上限2,000円）の補助を行っています。
　自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務です。自転車用
ヘルメットをお持ちでない方は、本補助金をぜひご活用くだ
さい。

事故の発生場所や特徴

　交通事故を防止するため、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーの実践を
習慣付けるなど、交通安全意識の向上を目指しています。運転者・家庭・学校・
職場・地域ぐるみなど、さまざまな視点から交通事故ゼロを目指しましょう！

冬の交通安全対策

交通安全意識を高め て、事故のないまちへ

特集

・思いやりのある運転
・横断歩道で歩行者が
　いるときは停止
・夕暮れ時の早めの
　ライト点灯
・飲酒運転禁止

自動車・二輪車自動車・二輪車
・横断歩道を横断時の
　ハンドサイン
・斜め横断の禁止
・夕暮れ時や夜間の
　外出の反射材着用

歩行者歩行者

交通事故ゼロ の実現に向けて！交通事故ゼロ の実現に向けて！

自転車自転車

自転車の事故の特徴自転車の事故の特徴

自転車ヘルメット購入費一部補助金自転車ヘルメット購入費一部補助金

飲んだら
乗るな!!
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・自転車ヘルメット着用
・原則車道、左側通行
・夕暮れ時の早めのライト点灯
・交差点では一時停止
・飲酒運転禁止

©伊奈町©伊奈町

・自転車乗用中の死者の人身損傷主部位（致命傷
の部位）は、頭部損傷によるものが多い

・自転車乗用中の交通事故で主に頭部を負傷した
死者・重傷者について、ヘルメットを着用して
いなかった方の割合は、着用していた方に比べ
て約1.7倍高い

・頭部損傷が重大な事故につながりやすい
　（令和２年～令和６年合計）

死者数 計19名

出典：警察庁ホームページ

■頭部９名
　47.4％

■頸部４名
　21.1％

■胸部３名
　15.8％

■腰部１名
　5.3％

■腹部１名
　5.3％

全損１名
5.3％
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2025年12月号　広報いな 2

～令和７年分所得税の確定申告～～令和７年分所得税の確定申告～～令和７年分所得税の確定申告～税務署からのお知らせ

マイナンバーカードとスマホでもっとつながる!  e-Tax !

　申告書の作成は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から簡単に作成できます。また、医療
費の領収書やふるさと納税の受領証明書などの収集・保管・入力が不要となり、大変便利です。ぜひ、マイナ
ポータル連携を使ったe－Taxをご利用ください。
※給与情報と連携するには、源泉徴収票がe－Taxで提出されている必要があります。

●税務署への来署をご検討の方へ
　令和８年１月５日㈪～２月13日㈮は、税務署内に確
定申告会場はありません。申告相談を希望される方
は、令和８年２月16日㈪～３月16日㈪の確定申告期間
中に確定申告会場へお越しください。入場には、国税
庁LINE公式アカウントを通じたオンライン事前予約ま
たは確定申告会場で配付している入場整理券が必要で
す。２月13日㈮以前に申告相談を希望される場合は、
事前に電話予約が必要です。
※一部国税庁LINE公式アカウントを通じたオンライン
事前予約も受け付けています。

●書面による申告書などをご提出される方へ
　確定申告書などを郵送で提出する場合は「関東信越
国税局業務センター」へ送付をお願いします。上尾税
務署には確定申告書などを郵送しないでください。
送付先▶〒330-9587 関東信越国税局業務センター
           （住所の記載不要）

　有効期限を過ぎた場合、e－Tax手続きなどの利用
ができません。特に、確定申告期は、更新窓口の混雑
が予想されますので、お早めに更新手続きをお願いし
ます。

マイナンバーカードおよび電子証明書の
有効期限にご注意ください

募集期間▶12月15日㈪～令和８年１月30日㈮
意見の提出者の範囲▼
　町内または上尾市内に在住・在勤・在学の方、町内
または上尾市内に事務所・事業所・固定資産を有する
方、利害関係を有する方
案の閲覧▼
・上尾伊奈資源循環組合…組合事務所、組合ホーム
ページ　

・伊奈町…環境対策課、住民相談室、図書館、ゆめく
る・けんかつ出張所、町ホームページ

・上尾市…環境政策課、市役所１階情報公開コー
ナー、各支所・出張所・公民館、市ホームページ
意見の提出方法▼
　意見書に必要事項を明記のうえ、次の方法で提出
※意見書は組合ホームページからダウンロード可。
・郵便…〒362-0011 上尾市平塚951-２
　　　　上尾伊奈資源循環組合あて
・メール…ageoina-rr@aisj.or.jp

　上尾伊奈資源循環組合は、新たなごみ広域処理施設の建設や稼働後の管理運営などを伊奈町と上尾市が共同
で行うための一部事務組合で、新施設の令和15年度供用開始に向けて事業を進めています。

・FAX…６５８－９４７２　
・持参…上尾伊奈資源循環組合事務所
※いただいた意見に対する組合の考え方などは、組合・
町ホームページで公表します。

問　上尾伊奈資源循環組合蕕６５８－９４７１
上尾伊奈資源循環組合からのお知らせ上尾伊奈資源循環組合からのお知らせ

《確定申告はこちら》 《国税庁LINE
　　　公式アカウント》

〈令和６年度の主な事業〉
環境影響評価に関連する現地調査

●令和６年度一般会計決算概要

※歳入から歳出を差し引いた額は、令和７年度に実施する
　事業の財源とします。

歳入 （千円）
項目 金額

分担金および負担金
国庫支出金
繰越金
諸収入

116,166 
8,953 
7,835 

47 
133,001 計

歳出 （千円）
項目 金額

議会費
総務費
衛生費
予備費

2,108 
78,541 
51,699 
- 

132,348 計

●上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本計画（案）の意見を募集します

問　国税相談専用ダイヤル蕕０５７０－００－５９０１

内　障がいのある方やその家族、
関係者の方々の相談
日　12月９日㈫10時～16時
問　埼玉弁護士会法律相談センター
　　蕕７１０－５６６６
相談先蕕８６５－７５４０
　　　蕭８６５－７５４５
※FAXで相談希望の方は連絡先を
明記してください。

障がい者無料法律相談110番

内　①面談相談②電話相談
日　令和８年１月24日㈯
    10時～16時
場　①大宮ソニックシティ803・
804
申・問　①12月８日㈪～令和８年
１月22日㈭までに、埼玉司法書
士会蕕８６３－７８６１へ
　②蕕８７２－８０５５（予約不
要、当日のみ通話可）

遺言・相続無料相談会

内　高齢の方の介護・福祉・健康・
生活などの相談
日　①12月13日㈯９時～13時
　　②12月20日㈯10時～14時
場　①パブリックルーム（ウニク
ス伊奈２階）
　　②伊奈町南部地域包括支援セ
ンター
問　①伊奈町地域包括支援センター
　　蕕７２０－５６５６
　　②伊奈町南部地域包括支援セ
　　　ンター蕕７９５－４９００

地域包括支援センター土曜日相談

内　経済的困りごとや就職活動支
援などの相談
日　12月12日㈮９時～12時
問　アスポート相談支援センター
埼玉東部蕕７２０－８４７５

暮らしの相談　定期相談会

12月３日～９日は、障害者週間
　障害者生活支援センターでは、
障がい者や障がい児の保護者など
のさまざまな相談に応じ、必要な
情報提供や権利擁護のための援助
を行っています。
○支援センターあげお
　蕕７７１－０５７６
○支援センターあらぐさ
　蕕７２６－５８６２
○支援センター杜の家
　蕕７２９－７８７６
○支援センターわおん
　蕕７２９－１１９５
○支援センターみのり
　蕕７２９－６１６７
問　社会福祉課＊２１６２

※要事前予約

内　相続、遺言、贈与、離婚協議、
農地転用、会社設立の手続きや
成年後見制度などの相談
日　12月17日㈬13時～16時
※相談は１組30分まで。
定　５名（先着順）
※相談日の１カ月前から予約受付。
申・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

内　土地の境界や測量、分筆、合
筆などの相談
申・問　住民相談室＊２２１３

土地家屋調査士相談 ※要事前予約

内　住宅リフォームの相談
申・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

内　契約、相続、交通事故の損害
賠償、訴訟の手続きなどの相談
日　①12月12日㈮13時～15時30分
　　②12月26日㈮13時30分～16時

30分
※相談は１組30分まで。
定　①５名②６名（いずれも先着
順）
※各相談日の２週間前から予約受
付。
申・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

内　女性相談員による、ＤＶ、離
婚問題や生活面など、さまざま
な困難を抱えた女性の悩みや不
安などの相談
日　12月９日㈫・23日㈫
　　10時～12時、13時～14時
※相談は１組50分まで。
※相談場所は、予約時にご案内し
ます。
申・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　町では「誰もが互いの人権を尊
重し、自分らしく生きる社会」の
実現のため、さまざまな人権課題
の解決に向けて取り組んでいます。
一人で悩まず、気軽にご相談くだ
さい。
日　毎週月～金曜日(祝日除く)
　　８時30分～17時15分
みんなの人権110番
　蕕０５７０－００３－１１０
問　人権推進課＊２２４１

12月４日～10日は人権週間

内　消費生活に関する消費者と事業
者間のトラブルについての相談
日　毎週月～木曜日（祝日除く）
　　10時～12時、13時～15時
相談電話番号蕕（局番なし）１８８
問　元気まちづくり課＊２２９１

消費生活相談

内　福祉全般に関する心配ごとや
悩みごとの相談
日　毎週月～金曜日９時～17時　 
（12月29日㈪～31日㈬、祝日除
く）
場　ふれあい福祉センター
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－５４９８

ふくし総合相談窓口

内　開業・独立を検討している方
や将来起業（創業）しようとお
考えの方の相談
日　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分（祝日除く）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会
　　蕕７２２－３７５１

創業相談

内　国の業務（医療保険・年金・
雇用・道路など）への要望や苦
情の相談
日　12月17日㈬９時30分～11時30分
場　総合センター２階研修室
申・問　住民相談室＊２２１３　
●総務省関東管区行政評価局でも
相談を受け付けています。
相談電話番号
蕕０５７０－０９０－１１０

行政相談 ※予約優先

※要事前予約

内　相続に関する登記、遺言に基
づく不動産登記、会社の登記、
債務整理、成年後見開始申立書
の作成などの相談
日　12月18日㈭13時～15時
※相談は１組30分まで。
定　４名（先着順）
※相談日の１カ月前から予約受付。
申・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談

各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所（記載のないものは役場内会議室）　定…定員　申…申込　問…問合せ
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～令和７年分所得税の確定申告～～令和７年分所得税の確定申告～～令和７年分所得税の確定申告～税務署からのお知らせ

マイナンバーカードとスマホでもっとつながる!  e-Tax !

　申告書の作成は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から簡単に作成できます。また、医療
費の領収書やふるさと納税の受領証明書などの収集・保管・入力が不要となり、大変便利です。ぜひ、マイナ
ポータル連携を使ったe－Taxをご利用ください。
※給与情報と連携するには、源泉徴収票がe－Taxで提出されている必要があります。

●税務署への来署をご検討の方へ
　令和８年１月５日㈪～２月13日㈮は、税務署内に確
定申告会場はありません。申告相談を希望される方
は、令和８年２月16日㈪～３月16日㈪の確定申告期間
中に確定申告会場へお越しください。入場には、国税
庁LINE公式アカウントを通じたオンライン事前予約ま
たは確定申告会場で配付している入場整理券が必要で
す。２月13日㈮以前に申告相談を希望される場合は、
事前に電話予約が必要です。
※一部国税庁LINE公式アカウントを通じたオンライン
事前予約も受け付けています。

●書面による申告書などをご提出される方へ
　確定申告書などを郵送で提出する場合は「関東信越
国税局業務センター」へ送付をお願いします。上尾税
務署には確定申告書などを郵送しないでください。
送付先▶〒330-9587 関東信越国税局業務センター
           （住所の記載不要）

　有効期限を過ぎた場合、e－Tax手続きなどの利用
ができません。特に、確定申告期は、更新窓口の混雑
が予想されますので、お早めに更新手続きをお願いし
ます。

マイナンバーカードおよび電子証明書の
有効期限にご注意ください

募集期間▶12月15日㈪～令和８年１月30日㈮
意見の提出者の範囲▼
　町内または上尾市内に在住・在勤・在学の方、町内
または上尾市内に事務所・事業所・固定資産を有する
方、利害関係を有する方
案の閲覧▼
・上尾伊奈資源循環組合…組合事務所、組合ホーム
ページ　

・伊奈町…環境対策課、住民相談室、図書館、ゆめく
る・けんかつ出張所、町ホームページ

・上尾市…環境政策課、市役所１階情報公開コー
ナー、各支所・出張所・公民館、市ホームページ
意見の提出方法▼
　意見書に必要事項を明記のうえ、次の方法で提出
※意見書は組合ホームページからダウンロード可。
・郵便…〒362-0011 上尾市平塚951-２
　　　　上尾伊奈資源循環組合あて
・メール…ageoina-rr@aisj.or.jp

　上尾伊奈資源循環組合は、新たなごみ広域処理施設の建設や稼働後の管理運営などを伊奈町と上尾市が共同
で行うための一部事務組合で、新施設の令和15年度供用開始に向けて事業を進めています。

・FAX…６５８－９４７２　
・持参…上尾伊奈資源循環組合事務所
※いただいた意見に対する組合の考え方などは、組合・
町ホームページで公表します。

問　上尾伊奈資源循環組合蕕６５８－９４７１
上尾伊奈資源循環組合からのお知らせ上尾伊奈資源循環組合からのお知らせ

《確定申告はこちら》 《国税庁LINE
　　　公式アカウント》

〈令和６年度の主な事業〉
環境影響評価に関連する現地調査

●令和６年度一般会計決算概要

※歳入から歳出を差し引いた額は、令和７年度に実施する
　事業の財源とします。

歳入 （千円）
項目 金額

分担金および負担金
国庫支出金
繰越金
諸収入

116,166 
8,953 
7,835 

47 
133,001 計

歳出 （千円）
項目 金額

議会費
総務費
衛生費
予備費

2,108 
78,541 
51,699 
- 

132,348 計

●上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本計画（案）の意見を募集します

問　国税相談専用ダイヤル蕕０５７０－００－５９０１

内　障がいのある方やその家族、
関係者の方々の相談
日　12月９日㈫10時～16時
問　埼玉弁護士会法律相談センター
　　蕕７１０－５６６６
相談先蕕８６５－７５４０
　　　蕭８６５－７５４５
※FAXで相談希望の方は連絡先を
明記してください。

障がい者無料法律相談110番

内　①面談相談②電話相談
日　令和８年１月24日㈯
    10時～16時
場　①大宮ソニックシティ803・
804
申・問　①12月８日㈪～令和８年
１月22日㈭までに、埼玉司法書
士会蕕８６３－７８６１へ
　②蕕８７２－８０５５（予約不
要、当日のみ通話可）

遺言・相続無料相談会

内　高齢の方の介護・福祉・健康・
生活などの相談
日　①12月13日㈯９時～13時
　　②12月20日㈯10時～14時
場　①パブリックルーム（ウニク
ス伊奈２階）
　　②伊奈町南部地域包括支援セ
ンター
問　①伊奈町地域包括支援センター
　　蕕７２０－５６５６
　　②伊奈町南部地域包括支援セ
　　　ンター蕕７９５－４９００

地域包括支援センター土曜日相談

内　経済的困りごとや就職活動支
援などの相談
日　12月12日㈮９時～12時
問　アスポート相談支援センター
埼玉東部蕕７２０－８４７５

暮らしの相談　定期相談会

12月３日～９日は、障害者週間
　障害者生活支援センターでは、
障がい者や障がい児の保護者など
のさまざまな相談に応じ、必要な
情報提供や権利擁護のための援助
を行っています。
○支援センターあげお
　蕕７７１－０５７６
○支援センターあらぐさ
　蕕７２６－５８６２
○支援センター杜の家
　蕕７２９－７８７６
○支援センターわおん
　蕕７２９－１１９５
○支援センターみのり
　蕕７２９－６１６７
問　社会福祉課＊２１６２

※要事前予約

内　相続、遺言、贈与、離婚協議、
農地転用、会社設立の手続きや
成年後見制度などの相談
日　12月17日㈬13時～16時
※相談は１組30分まで。
定　５名（先着順）
※相談日の１カ月前から予約受付。
申・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

内　土地の境界や測量、分筆、合
筆などの相談
申・問　住民相談室＊２２１３

土地家屋調査士相談 ※要事前予約

内　住宅リフォームの相談
申・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

内　契約、相続、交通事故の損害
賠償、訴訟の手続きなどの相談
日　①12月12日㈮13時～15時30分
　　②12月26日㈮13時30分～16時

30分
※相談は１組30分まで。
定　①５名②６名（いずれも先着
順）
※各相談日の２週間前から予約受
付。
申・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

内　女性相談員による、ＤＶ、離
婚問題や生活面など、さまざま
な困難を抱えた女性の悩みや不
安などの相談
日　12月９日㈫・23日㈫
　　10時～12時、13時～14時
※相談は１組50分まで。
※相談場所は、予約時にご案内し
ます。
申・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　町では「誰もが互いの人権を尊
重し、自分らしく生きる社会」の
実現のため、さまざまな人権課題
の解決に向けて取り組んでいます。
一人で悩まず、気軽にご相談くだ
さい。
日　毎週月～金曜日(祝日除く)
　　８時30分～17時15分
みんなの人権110番
　蕕０５７０－００３－１１０
問　人権推進課＊２２４１

12月４日～10日は人権週間

内　消費生活に関する消費者と事業
者間のトラブルについての相談
日　毎週月～木曜日（祝日除く）
　　10時～12時、13時～15時
相談電話番号蕕（局番なし）１８８
問　元気まちづくり課＊２２９１

消費生活相談

内　福祉全般に関する心配ごとや
悩みごとの相談
日　毎週月～金曜日９時～17時　 
（12月29日㈪～31日㈬、祝日除
く）
場　ふれあい福祉センター
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－５４９８

ふくし総合相談窓口

内　開業・独立を検討している方
や将来起業（創業）しようとお
考えの方の相談
日　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分（祝日除く）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会
　　蕕７２２－３７５１

創業相談

内　国の業務（医療保険・年金・
雇用・道路など）への要望や苦
情の相談
日　12月17日㈬９時30分～11時30分
場　総合センター２階研修室
申・問　住民相談室＊２２１３　
●総務省関東管区行政評価局でも
相談を受け付けています。
相談電話番号
蕕０５７０－０９０－１１０

行政相談 ※予約優先

※要事前予約

内　相続に関する登記、遺言に基
づく不動産登記、会社の登記、
債務整理、成年後見開始申立書
の作成などの相談
日　12月18日㈭13時～15時
※相談は１組30分まで。
定　４名（先着順）
※相談日の１カ月前から予約受付。
申・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談

各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所（記載のないものは役場内会議室）　定…定員　申…申込　問…問合せ
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